
第141号 2016年2月29日 

寒気も少しずつ緩みはじめましたが、札幌ではまだ寒さ厳しき日が続いております。 

 このたびは｢治験経費算定要領の改定について｣等を記載しております。 

●治験経費算定要領の改定について ● 

 既にHPではご案内しておりますが、2月1日付けで治験経費算定要領を改定しております。改訂内容とし

ては、経費の支払い期限の記載追加になります。これまで治験の経費の支払い期限については経費算定要

領には記載がございませんでした。また、契約書上には請求書の定める支払い期限までに納付する旨の記

載がございましたが、実際の請求書の支払い期限は請求書の発行日から30日間となっておりましたため、

GWや正月等の連休時期には請求書の支払い期限までの支払いが難しいケースも発生し、ご不便をお掛けし

ておりました。今回の改定で支払い期限は「請求書発行日の翌月末日」と変更になりましたので今後は経

費のスムーズな支払いにつながるものと考えております。  

 

●モニタリング・監査依頼時の提出書類及び手順の変更について● 

 治験依頼者様にはモニタリングの依頼時には実施日等の調整のため、調整用フォーマットに必要事項を

記載の上で申し込みを行っていただいております。しかし、SDVが混雑している日を希望されるケースに

おいては調整用フォーマットの修正等が発生し、お手間をお掛けしておりましたため、SDVの調整をより

スムーズに出来るように、2/19付けにて提出書類等の見直しを行っております。今回の提出書類等の詳細

についてはセンターHPをご参照ください。   

   

●事務局からのお知らせ● 

 ■ＩＲＢ開催予定日■ 

   3月15日（火）15:00 より 

 ■お願い■ 

  ●弊センターの業務時間は9:00～17:00（昼休み12:15～13:00）となっております。 

  ●SDVへご同行者様がいる場合は、お申し込みの際にメール本文へご同行者様の氏名・ならびに 

   モニター一覧等のご登録有無につきましてご記載ください。 

  ●SDVのお申し込みにつきましては、1週間前までとなっております。 

  ●ご自身で担当医師とアポイント調整をされる際、メールでの仮予約が可能です。 

   最大4日間までとし、メールにてお申し込みください。 

   なお、仮予約受付日から1週間経過した際は自動解除といたしますので、ご留意願います。 

  ●SDV会議室の電子カルテへも記載がございますが、離席されている際や終了し退出されている 

   にもかかわらず、電子カルテがログアウト・シャットダウンされていない場合がございます。 

   今一度ご確認下さいますようお願いいたします。 

 

ホームページ： http://crmic.huhp.hokudai.ac.jp/ 

お問合わせ・配信変更等：電話 011-706-7061 (平日8：30～17：00） 
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